
 綾瀬市介護保険要介護認定事務取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

２７条に規定する要介護認定及び法第３２条に規定する要支援認定（以下「要介護

認定等」という。）、法第２８条に規定する要介護認定の更新及び法第３３条に規定

する要支援認定の更新（以下「要介護更新認定等」という。）並びに法第２９条に規

定する要介護状態区分の変更の認定及び法第３３条の２に規定する要支援状態区分

の変更の認定（以下「要介護区分変更認定等」という。）事務の取り扱いについて必

要な事項を定めるものとする。 

 （提出書類等） 

第２条 要介護認定等、要介護更新認定等又は要介護区分変更認定等の申請は、介護

保険（要介護・要支援・要介護更新・要支援更新）認定申請書（第１号様式。以下

「申請書」という。）に介護保険被保険者証を添付し提出するものとする。 

２ 申請に係る被保険者が、法に規定する第２号被保険者である場合は、申請書の提

出にあたって医療保険被保険者証を提示しなければならない。 

 （申請）  

第３条 前条第１項の申請書を提出できる者（以下「申請者」という。）は、要介護認

定等、要介護更新認定等又は要介護区分変更認定等を受けようとする被保険者及び

その家族、法令で定める提出代行者並びに要介護認定等、要介護更新認定等又は要

介護区分変更認定等を受けようとする被保険者から代理人として選任された者とす

る。 

 （主治医意見書） 

第４条 市は、申請に係る被保険者の主治医に対し、当該被保険者の状況について介

護保険主治医意見書提出依頼書（第２号様式）により意見を求めるものとする。 

２ 申請にあたり被保険者に主治医がいないとき、又はその他主治医意見書を求める

ことが困難な場合は、介護保険診断命令書（第３号様式）を交付し、市が指定する

医師（以下「指定医」という。）の受診を指示するものとする。この場合、市は、介

護保険主治医意見書提出依頼書（第２号様式）により、指定医に主治医意見書の作

成を依頼するものとする。 



 （訪問調査） 

第５条 法第２７条第２項に規定する調査（以下「訪問調査」という。）は、介護支援

専門員の資格を有する職員、保健師、看護師、社会福祉主事及び高齢者の心身の状

況について専門知識を有する職員（以下「訪問調査員」という。）があたる。 

２ 訪問調査は、指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。 

３ 訪問調査員は、介護保険調査員証（第４号様式）を所持し、訪問調査にあたり必

要があるときはこれを提示しなければならない。 

 （認定結果の通知） 

第６条 市長は、介護認定審査会から審査及び判定結果について通知を受けたときは、

介護認定を決定し、介護保険（要介護・要支援）認定等結果通知書（第５号様式）

により、速やかに申請に係る被保険者に通知するものとする。 

 （申請の却下） 

第７条 法第２７条第１２項又は法第３２条第９項並びに法第２８条第４項及び第３

３条第４項の規定に基づき申請を却下するときは、介護保険（要介護・要支援）認

定申請却下通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

 （要介護認定等の取消し） 

第８条 法第３１条及び法第３４条の規定に基づき認定の取消しをするときは、介護

保険（要介護・要支援）認定取消通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 （サービスの種類の指定） 

第９条 要介護認定等において、介護保険給付対象サービス（以下「サービス」とい

う。）の種類の指定を受けた被保険者が、当該指定に係るサービスの種類の変更を申

請するときは、介護保険サービスの種類変更申請書（第８号様式）により、申請す

るものとする。 

２ 前項の申請に基づきサービスの種類の指定を変更するときは、介護保険サービス

の種類指定結果通知書（第９号様式）により、申請に係る被保険者に通知するもの

とする。 

 （処分期間の延期） 

第１０条 第４条の主治医意見書の取得、第５条の訪問調査に時間を要する場合等特

別な事由がある場合は、法第２７条第１１項ただし書の規定に基づき、申請のあっ

た日から３０日以内に、介護保険（要介護・要支援）認定延期通知書（第１０号様



式）により通知するものとする。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に従前の規定に基づき、行われた手続きについては、この

要綱の相当規定で行われたものとみなす。 

   附  則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用 

 することができる。 

 附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月２６日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 



第 1 号様式（第２条関係）   

介護保険（要介護・要支援・要介護更新・要支援更新）認定申請書 

申請年月日   年  月  日                           
 
（宛先）綾 瀬 市 長  

   次のとおり申請します。 
要介護度区分の変更 該当 ・ 非該当 

 

被 

 

 

保 

 

 

険 

 

 

者 

被保険者番号           個人番号             

医療保険 
保険者名  保険者番号  

被保険者証 記 号  番  号  枝  番  

フリガナ  生年月日 明・大・昭  年  月  日 

氏 名  性 別 男  ・  女 

住 所 

〒252- 

 綾瀬市 

                     電話番号   － 

前 回 の 要 介 護 

認 定 の 結 果 等 

*要介護･要支援更新

認定の場合のみ記入 

要介護状態区分 １ ２ ３ ４ ５ 要支援状態区分 １ ２ 

有効期間      年   月   日から     年   月   日まで 

※14日以内に他自治

体から転入した者の

み記入 

転出元自治体（市町村）名 [             ] 
 

現在、転出元自治体に要介護･要支援認定を申請中ですか。 
(既に認定結果通知を受け取っている場合は「いいえ」を選択してください) 

はい・いいえ（「はい」の場合、申請日     年  月 日） 

入 院 又 は 入 所 

さ れ て い る 方 

施 設 名 
（病棟  階   号室） 

所 在 地 

〒 

 

電話番号    （   ） 

退院・退所予定日 年   月   日  ／  未定 

 

 

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のために必要があるときは、要介護認定・要支援認定にかか

る調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、綾瀬市から地域包括支援センター、居宅

介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に

従事した調査員に提示することに同意します。                 本人氏名             

注）この同意がなくても申請には差し支えありません。その場合、介護サービス計画を作成するために必

要な情報は、被保険者の方が直接提供してください。 

＊４０歳から６４歳（第２号被保険者）の方のみ記入してください。 

特定疾病名  

提

出

代

行

者 

名 称 

又は 

氏 名 

該当に○(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設

・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院） 

    

  
被保険者との関係（             ） 

 私は、左記の提出代行者に申請手続きの代行を依頼

しました。 

被保険者氏名（認定を受けようとしている人） 

 

      

 

住 所 

〒 

 

                   電話番号    （   ） 

主治医 

主治医の氏名 
 

医 療 機 関 名 
 

所 在 地 

〒 

 

      電話番号    （   ） 



第２号様式（第４条関係） 

介護保険 主治医意見書提出依頼書 

                               年  月  日 

              

 

様   

 

 次の者について同封の「介護保険主治医意見書」を記入のうえ    年  月  日までにご返送ください。 

 

被

保

険

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

被保険者番号           

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

氏  名  生年月日 年  月  日 

性  別  

住  所  

 

 

               電話番号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 綾瀬市役所 

 福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

ＴＥＬ：0467-70-5636（直通） 

 

 

綾瀬市長       □印  



第３号様式（第４条関係） 

介護保険 診断命令書 

介護第    号 

  年  月  日 

         

           様 

 

                         綾瀬市長       □印  

 

年  月  日にあなたが行った申請について、介護保険法の規定に基づき要介護認定・要支援認定等を

行うにあたって、医師の意見を求める必要があるので、下記のとおり受診してください。 

 

被保険者番号 
          被保険者氏名 

 

 

診

断

を

行

う

医

療

機

関 

名  称  

担当医師名 
 

所 在 地 
 

電話番号 
 

 

＊診断を受ける日時 

あるいは期間 

 

＊診断を受ける場所 
 

 

１ 診断を受けるときは、この書類を医療機関に提示してください。 

２ 指定をした日時に診断を受けることができない場合は、診断を受ける医療機関 

  及び綾瀬市役所の両方に必ず連絡してください。 

３ この診断を受けないときは、介護保険法第２７条第１２項等の規定により、あ 

  なたの要介護認定・要支援認定等の申請が却下されることがあります。 

 

問い合わせ先  

綾瀬市役所 

  神奈川県綾瀬市早川５５０番地 

  ＴＥＬ：０４６７－７７－１１１１ 



第４号様式（第５条関係） 

 

 

                  （表） 

 

      介護保険調査員証 

 

氏  名 

生年月日 

 

 上記の者は、綾瀬市介護保険要介護認定の訪問調

査員であることを証明する。 

    年  月  日 

             綾 瀬 市 長 □印  

  

                  （裏） 

 

       注 意 事 項  

１ この調査員証は、職員の身分を明確にするため 

 常に携帯し、職務の執行にあたり、必要に応じて 

 提示しなければならない。 

２ この調査員証は、取扱いを慎重にし、他人に貸 

 与又は譲渡してはならない。 

３ 訪問調査員の職務が免じられた場合は、直ちに 

 返還しなければならない。 

 

 

 



第５号様式（第６条関係） 

介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書 

 年  月  日 

 

             様 

                         綾瀬市長       □印  

 

   年  月  日 あなたが行った要介護認定・要支援認定等の申請について、 

介護認定審査会において次のとおり審査判定されましたので、認定し通知します。 

被保険者番号           被保険者氏名  

認定結果 

 

理 由 

 

「要介護」及び「要支援」の場合、その認定期間等 

認定の有効期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

・認定の有効期間内であっても、状態の変化等により状態区分の変更をする場合がありま

す。また、認定変更の申請をすることもできます。 

・認定の有効期間の満了後においても要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、

認定の有効期間の満了の日の６０日前から認定の更新の申請をすることができます。 

・サービスの種類の指定を受けた場合は、状態の変化等により種類の変更の申請をするこ

とができます。 

・介護認定審査会の意見として、サービスの適切かつ有効な利用等に関しての留意事項が

ある場合には、被保険者証に記載してあります。 

 

 問い合わせ先  綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

         神奈川県綾瀬市早川５５０番地 TEL：0467-70-5636（直通） 

 

 審査請求 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、神奈川県介護保険審査会（神奈川県横浜市中区日本大通１）に対

して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができません。この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、綾瀬市を被告として（訴訟に

おいて綾瀬市を代表する者は綾瀬市長となります。）、提起することができます。 

  なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができ

ます。 

（1） 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



第６号様式（第７条関係） 

介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書 

 

  年  月  日 

 

 

            様 

                                       

                綾瀬市長       □印  

 

 

     年  月  日 あなたが行った介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定

等の申請を却下します。 

 

被保険者番号           被保険者氏名  

 

却下理由 

 

 

問い合わせ先  綾瀬市役所 

  福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

        神奈川県綾瀬市早川５５０番地 

 TEL：0467-70-5636（直通） 

 

 審査請求 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、神奈川県介護保険審査会（神奈川県横浜市中区日本大通１）に対

して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができません。この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、綾瀬市を被告として（訴訟に

おいて綾瀬市を代表する者は綾瀬市長となります。）、提起することができます。 

  なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができ

ます。 

（1） 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



第７号様式（第８条関係） 

介護保険 要介護認定・要支援認定取消通知書 

   年  月  日 

 

             様 

 

                         綾瀬市長       □印 

 

 

 

     年  月  日に行われた要介護認定・要支援認定を取り消します。 

 

被保険者番号           被保険者氏名  

 

取消理由 

 

 

問い合わせ先  綾瀬市役所 

  福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

        神奈川県綾瀬市早川５５０番地 

 TEL：0467-70-5636（直通） 

 

 審査請求 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、神奈川県介護保険審査会（神奈川県横浜市中区日本大通１）に対

して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができません。この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、綾瀬市を被告として（訴訟に

おいて綾瀬市を代表する者は綾瀬市長となります。）、提起することができます。 

  なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができ

ます。 

（1） 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



第８号様式（第９条関係） 

介護保険サービスの種類変更申請書 

綾 瀬 市 長 様 

 次のとおり申請します。           申請年月日   年  月  日 

被 

保 

険 

者 

被保険者番号 
          

個人番号 
      

 
           

医

療

保

険 

保 険 者

名 
 

保険者番号 
 

被 保 険 者

証  番 号  枝 番 
 

フリガナ  生年月日 明・大・昭  年 月 日 

氏 名  性 別 男  ・  女 

住 所 
 

              電話番号  （  ） 

介 護 保 険

施 設 入 院

入 所 の 有

無（短期入所

を除く） 

有 

入院・入所施設名 

所在地 

無 

介護保険施設以外の入院医療機関名・入所施設名 

 

所在地 

 

提

出

代

行

者

等  

名  称 

又は 

氏  名 

該当に○（居宅介護支援事業者・介護保険施設・社会保険労務士・

その他）    

 
その他の場合の被保険者との関係（               ） 

住  所    

                

〒 

 

              電話番号  （  ）  
 

現に受けている

要介護・要支援

認定の内容 

認定結果 
要支援１・要支援２・要介護１・要介護２・要介護３・

要介護４・要介護５ 

有効期間 
 年  月  日から     年  月  

日まで 

新たに指定を受

けようとするサ

ービスの種類 

 

 

種類指定変更理

由 

 

 

主

治

医 

主治医の氏名 
 医 療

機 関

名 

 

所在地 

 

 

           電話番号  （  ） 
 
                                       
＊４０歳から６４歳（2号被保険者）の方のみ記入してください。 

特定疾病名    

 



第９号様式（第９条関係） 

 年  月  日 

 

 

              様 

 

           綾瀬市長      □印           

 

介護保険サービスの種類指定結果通知書 

 

     年  月  日にあなたが行ったサービスの種類指定変更申請について、介護

保険審査会の判定に基づき、次のとおり認定したので通知します。 

 

 

被保険者番号           被保険者氏名  

 

指定サービス 

 

 

 

理由 

 

 

 問い合わせ先  綾瀬市役所 福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

         神奈川県綾瀬市早川５５０番地 TEL：0467-70-5636（直通） 

 

 審査請求 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、神奈川県介護保険審査会（神奈川県横浜市中区日本大通１）に対

して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができません。この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、綾瀬市を被告として（訴訟に

おいて綾瀬市を代表する者は綾瀬市長となります。）、提起することができます。 

  なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができ

ます。 

（1） 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。 

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



第１０号様式（第１０条関係） 

介護保険（要介護・要支援）認定延期通知書 

  年  月  日 

 

 

             様 

 

                        綾瀬市長        □印  

 

 

     年  月  日にあなたが申請を行った介護保険法に基づく要介護認定・要支

援認定等を下記のとおり延期しますので、通知します。 

 

被保険者番号           被保険者氏名  

 

延期理由 

  

 

 

処理見込期間 

 

 

＊この通知は、認定申請日から認定まで 30日を超える方について、認定の進捗状況をお知

らせするものです。 

＊この通知書について、ご不明な点がありましたら、下記担当までお問合せください。 

 

【問合せ先】 

  綾瀬市役所 

 福祉部 高齢介護課 介護保険担当 

  綾瀬市早川 550 番地  TEL：0467-70-5636（直通） 

 


